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（注意） 
１．問題冊子（表紙を含む）は 3 枚です。 
２．問題冊子は指示があるまで開かないで下さい。 
３．問題冊子と下書き用紙は持ち帰って下さい。 
４．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入して

も構いません。 
５．解答にあたっては、どの問題から解答しても構いません。ただし、どの問

題についての解答であるのかを答案中に明示してください。 
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以下の問題について解答しなさい。解答は、設問に示された日時にかかわらず

平成２９年改正後の民法によること 
 

問題１（１０点） 
 以下の事項について、典型例を挙げて簡潔に説明しなさい。 
 ・準消費貸借 
 

問題２ （１５点） 
 以下の［問い］に答えなさい。 
 

Ｘは、金沢市に甲土地（更地）を所有していたが、遠方に住んでいたので、

甲を十分に管理できていなかった。 
２０１９年４月、地面師グループＡＢＣが甲を使った詐欺を企てた。Ａは、

Ｘのパスポート、印鑑証明書、実印、甲の権利証等を精巧に偽造し、Ｘになり

すました。ＢはＸになりすましたＡとの間で、実在の弁護士になりすましたＣ

の立ち会いの下、甲の売買契約を締結し、司法書士Ｄに移転登記を委任した。

ＸになりすましたＡとＢの共同申請により、甲についてＢへの所有権移転登記

がなされた。 
２０１９年５月、Ｂは、Ｙとの間で甲の売買契約を締結した。Ｙは、マイホ

ーム用地を探しており、甲がＹの描くマイホームのあり方に適した土地であっ

たので購入することにしたのであった。その後、ＢＹの共同申請により、甲に

ついてＹへの所有権移転登記がなされた。この間、Ｙは、甲の登記簿を確認し

たものの、Ａのなりすましなど、上記の事情を全く知らなかった。 
２０１９年７月から甲でＹのマイホームの建築が始まり、同年１１月に建物

乙が完成した。 
２０１９年１２月末、たまたまＸが久しぶりに甲を訪れたところ、甲に乙が

建っており、不審に思ってＹに尋ねたところ、Ｂから購入したと伝えられた。

あわててＸが甲の登記簿をとったところ、ＸがＢに甲を売ったことになってお

り、所有権登記が移転されていることがわかった。その後、様々な調査をした

結果、Ｘは、上記の事情を把握した。 
 



 
 

〔問い〕  
Ｘは、Ｙに対し、甲の所有権移転登記を抹消すること、乙を取り壊して甲を

明け渡すことを請求した。これらの請求が認められるかについて、法的根拠を

示して自己の見解を述べなさい（現在は、２０２０年２月である）。 
 


